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第１章 総則 

 

１ 目的 

この指針は、配電設備形成について基本的事項を定め、効率的な設備形成を行うこと

を目的とする。 

 

２ 適用範囲 

この指針は、配電部門が所管する高圧配電設備および２０ｋＶ級配電設備（以下、電

圧を区別または明記する必要がない場合は、「配電設備」という。）の設備形成に適用す

る。 

 

３ 用語の定義 

この指針における用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) ２０ｋＶ級配電設備 

２２、３３ｋＶ（スポットネットワークを含む。）の配電設備の総称をいう。 

(2) 配電塔 

２０ｋＶ級配電設備のうち、２０ｋＶ級／６．６ｋＶ主変圧器、一次しゃ断器、二

次しゃ断器、各種保護装置などの総称をいう。 

(3) 発電設備 

電気を発電することを目的に設置する電気工作物のうち配電系統に接続されるもの

をいう。 

(4) 需要設備 

電気を使用することを目的に設置する電気工作物のうち配電系統に接続されるもの

をいう。 

(5) アクセス設備 

新たに施設する発電設備および需要設備と、既設送変電および配電設備との間の設

備をいう。 

(6) き電線 

配電用変電所または配電塔二次側の配電線用しゃ断器から第一負荷点などに至るま

での、途中に引込線などがない部分をいう。 

(7) 幹線 

配電線の主要な部分のうち、他配電線との連系点がある部分をいう。 

(8) 基準最大電流 

配電設備拡充の検討、系統アクセス検討などにおいて使用する高圧配電線の引出口

の最大電流をいう。 
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(9) 常時許容電流 

連続して許容できる高圧配電線の電流をいう。 

(10) 運用電流 

 配電設備拡充の基準とする、平常時における高圧配電線の電流をいう。 

(11) 基準最大容量 

配電設備拡充の検討、系統アクセス検討などにおいて使用する２０ｋＶ級配電線の

引出口の最大容量をいう。 

(12) 常時許容容量 

連続して許容できる２０ｋＶ級配電線の容量をいう。 

(13) 運用容量 

配電設備拡充の基準とする、平常時における２０ｋＶ級配電線の容量をいう。 

(14) 常時容量 

連続して許容できる配電塔の変圧器の容量をいう。 

(15) 過負荷容量 

故障時などにおいて、変圧器の寿命を著しく損なわない範囲で許容できる配電塔の

変圧器の容量をいう。 

(16) Ｎ－１故障 

配電線の１回線故障、配電用変電所の変圧器１台故障など単一設備の故障をいう。 

(17) 発電支障 

配電系統に接続する発電設備が、Ｎ－１故障により解列することをいう。 
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第２章 配電設備拡充の判断基準 

 
１ 配電設備拡充の考え方 
電力の供給に際して、既設設備の最大限の活用を図っても、配電系統の信頼度を維持

できないことが予想される場合は、安定供給確保のため、配電設備拡充による対策を行

う。 
 
２ 配電設備拡充の判断基準 

(1) 発電設備または需要設備が新設される場合 

(2) 需要増加、発電設備の新増設および廃止などに対し、配電系統の信頼度が満足でき

ないと予想される場合 

(3) 配電系統の短絡の際に流れる故障電流が、既設設備の許容量を超過することが予想

される場合 

(4) 既設設備において維持費などのコストが大であるなど、設備対策を行うことが有利

と判断される場合 
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第３章 配電設備拡充計画策定の考え方 

 

１ 配電設備拡充計画策定時期の考え方 

次の事項などを考慮のうえ、必要な工期が確保できるように適切な時期に、配電設備

拡充計画を策定する。 

(1) 地域事情*1を考慮した用地取得期間 

(2) 工事上必要な設備停止が可能な時期など、工事が実施可能な期間 

(3) 諸手続き*2に必要な期間 

(4) 資機材の納期 

(5) 関連工事との調整にともなう先行実施*3 

(6) 大規模または広範囲な拡充計画の段階的推進 

*1 地域事情 

都市開発状況、都市開発計画、法規制の状況（自然公園法、河川法、森林法、都

市計画法、文化財保護法等） 

*2 諸手続き 

法規制に基づく諸手続き（電気事業法に基づく工事計画届出、条例などに基づく

環境アセスメント、道路法に基づく占用許可申請等） 

*3 先行実施 

公共事業計画（道路掘削規制、橋りょう建設にともなう橋りょう添架管路工事、

共同溝計画等）、大規模土地造成計画、再開発計画に整合した先行工事 

 

２ 対策の選定方法 
配電系統の信頼度を確保しつつ、次の事項などを考慮のうえ、対策諸案の比較を行い、

適切な対策を選定する。 
(1) 経済性 
ア 配電設備の工事費 
イ 運転保守費用 
ウ 電力損失 
エ 拡充、改良ステップ 等 

(2) 社会環境への適応性 
ア 法令による架空配電線建設の制約 
イ 用地事情 等 

(3) 保守、運用体制 
ア 配電設備の保守の容易性 
イ 故障対応の容易性 等 

(4) 施工難易度 
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第４章 配電設備形成において前提となる条件（高圧） 

 
１ 電圧階級 
電圧階級は、６．６ｋＶを標準とする。 

 
２ 電気方式 
電気方式は、交流三相３線式を標準とする。ただし、将来とも交流三相３線式とする

必要がないと予想される場合は、交流単相２線式とする。 
 
３ 周波数 
周波数は、６０Ｈｚを標準とする。 

 
４ 中性点接地方式 

中性点接地方式は、非接地方式を標準とする。 

 

５ 系統構成 

次の事項などを考慮のうえ、適切な系統構成とする。 

(1) 系統構成および方式 

系統構成および方式は、放射状系統による分割連系方式を標準とする。 

(2) 回線数 

回線数は、１回線を標準とする。 

なお、アクセス設備の回線数については、「配電系統アクセス指針」による。 

 

６ 短絡故障電流の許容最大値 

短絡故障電流の許容最大値は、１２．５ｋＡを標準とする。 

 

７ 保護継電方式 

配電線の保護継電方式は、表４－１を標準とする。 
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表４－１ 標準的な配電線の保護継電方式 

適用方式 

主保護 後備保護 

配電用変電所の変圧器二

次側から引き出されてい

る、高圧配電線の回線数 短絡保護 地絡保護 短絡保護 地絡保護 
再閉路 

３回線以上ある場合 OC DG OC OVG-T 
Rec および

OCL 

２回線の場合 OC 
DG および

OVG-T 
- OVG-T 

Rec および

OCL 

１回線の場合 OC OVG-T - OVG-T 
Rec および

OCL 

ＯＣ：過電流継電器 ＤＧ：地絡方向継電器 ＯＶＧ：地絡過電圧継電器 

Ｒｅｃ：再閉路継電器 ＯＣＬ：再閉路継電器ロック用過電流継電器 

 

なお、配電線の末端など表４－１の方式で保護できない範囲については、保護のため

に必要な機器を配電線に設置する。 
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第５章 配電設備形成の考え方（高圧） 
 
１ 配電設備拡充および配電設備の規模  
配電設備形成においては、次の配電設備拡充および配電設備の規模とする。ただし、

アクセス設備の規模については、「配電系統アクセス指針」による。 
(1) 配電設備拡充の規模 

次の事項などを考慮のうえ、適切な配電設備拡充の規模とする。 

ア 将来の見通し 

(ｱ) 需要の伸び*1 

(ｲ) 設備の最終規模*2 

(ｳ) 将来の系統構成*3 等 

イ 技術面  

(ｱ) 電圧降下 

(ｲ) 短絡故障電流 等 

ウ 経済性 

(ｱ) 配電設備の工事費 

(ｲ) 電力損失 

(ｳ) 拡充、改良ステップ 等 

*1 需要の伸び 

過去の需要の伸びの傾向、地域の開発状況、工業団地など局地的な需要増加の

可能性を考慮し想定 

*2 最終規模 

変電所の最終容量（バンク数）に応じた管路孔数、配電線容量等 

*3 将来の系統構成 

地域ごとの需要想定や電源分布、現在の系統構成および設備実態を考慮しつつ

将来の電力供給が効率的になるように設定 

(2) 配電設備の標準規模 

配電設備間の容量の整合を図るため、配電設備の標準規模は、次のとおりとする。 

ア 電線の種類および太さ 

電線の種類および太さは、表５－１を標準とする。 
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表５－１ 電線の種類および太さ 

導体 種類 太さ 

ＯＥ ５（ｍｍ） 
銅 

ＯＣ ６０、１２５（ｍｍ２） 

ＡＣＳＲ－ＯＥ ３２（ｍｍ２） 
アルミ 

ＡＡＡＣ－ＯＣ １１０（ｍｍ２） 

イ ケーブルの種類および太さ 

ケーブルの種類および太さは、表５－２を標準とする。 

 

表５－２ ケーブルの種類および太さ 

導体 種類 太さ（ｍｍ２） 

銅 
２２、３８、６０、 

１５０、２５０、４００ 

アルミ 

架橋ポリエチレン絶縁ビニル

シースケーブル 

（トリプレックス型ＣＶ） ２５０、４００ 

 

２ 配電線の種類およびルート選定 

(1) 配電線の種類 

配電線は、架空配電線を標準とする。ただし、架空配電線とすることが法令上不可

能な場合、または技術上、経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合は、

地中配電線とする。 

(2) ルート選定 

次の事項などを考慮のうえ、適切な配電線ルートを選定する。 

ア 架空配電線ルート選定において考慮する事項 

(ｱ) 将来の見通し 

ａ 将来の系統構成 

ｂ 需要分布の動向  等 

(ｲ) 用地、環境面 

ａ 自然条件 

ｂ 社会環境との調和 

ｃ 用地事情 

ｄ 各種災害の影響  等 

(ｳ) 工事、保守面 

ａ 工事、保守の容易性  等 

(ｴ) 経済性 

ａ 配電設備の工事費  等 
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イ 地中配電線ルート選定において考慮する事項 

(ｱ) 将来の見通し 

ａ 将来の系統構成 

ｂ 需要分布の動向  等 

(ｲ) 用地、環境面 

ａ 自然条件 

ｂ 社会環境との調和 

ｃ 用地事情 

ｄ 各種災害の影響  等 

(ｳ) 工事、保守面 

ａ 工事、保守の容易性  等 

(ｴ) 経済性 

ａ 配電設備の工事費  等 

(ｵ) 都市計画などとの整合 

ａ 都市計画との整合 

ｂ 道路調整計画との整合 

ｃ 共同溝整備計画との整合  等 

(ｶ) 技術面 

ａ 同一ルートの他の地中配電線の常時許容電流への影響  等 
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第６章 信頼度基準（高圧） 

 

配電設備形成においては、次の配電系統の信頼度を確保する。 

 

１ 平常時 

(1) 適正電流の維持 

運用電流以内の電流を標準とする。 

（運用電流については、「第７章 ２ 常時許容電流および運用電流の考え方」に示す。） 

(2) 適正電圧の維持 

配電線の電圧は、低圧の供給電圧を表６－１に示す範囲に維持できる値とする。 

 

表６－１ 維持すべき電圧の範囲 

標準電圧（Ｖ） 維持すべき範囲（Ｖ） 

１００ １０１±６ 

２００ ２０２±２０ 

 

２ 故障時（Ｎ－１故障） 

(1) Ｎ－１故障に対しては、極力その影響を限定的な供給支障にとどめるようにする。 

(2) 発電設備が接続する配電系統では、Ｎ－１故障による影響を限定的な発電支障にと

どめるようにする。 
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第７章 信頼度などの検討方法（高圧） 

 

配電設備形成においては、次により配電系統の信頼度などを検討する。 

 

１ 検討断面 

配電線の電流および電圧の検討断面は、通常考えられる範囲で過酷な断面とする。ま

た、検討断面で使用する想定需要および想定電源の考え方は、次のとおりとする。 

(1) 想定需要*1 

基準最大電流*2を基に、地域情報、個別需要情報などを考慮し想定する。ただし、発

電設備が接続する配電系統など、軽負荷時の電流がさらに厳しくなる場合は、軽負荷

時の需要も対象とする。 

(2) 想定電源 

発電設備を配電系統に接続する者と当社との間で確認（契約、計画決定）された発

電設備に対し、当該発電設備の役割・特性、契約などに基づく運転パターンを考慮の

うえ、想定需要の断面において、電流が過酷になる発電設備の出力を想定する。 

*1 想定需要 

流通対応需要（当社の配電設備を通して供給される電力）とする。 

*2 基準最大電流 

発変電所運転記録の最大三日の平均値を標準とする。 

 

２ 常時許容電流および運用電流の考え方 

配電設備の損傷を防止するため、次により定めた配電線の常時許容電流および運用電

流により検討する。 

(1) 常時許容電流 

配電線の常時許容電流は、日本電線工業会規格（ＪＣＳ ０１６８：１９９５）に

準じて決定される電流を標準とする。 

(2) 運用電流 

配電線の運用電流は、設備の常時許容電流および配電線の連系数から配電線の運用

を考慮して、総合的に決定される電流とし、表７－１を標準とする。 
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表７－１ 運用電流 

 運用電流（Ａ） 

１２５ｍｍ２ＯＣ ４２０ 

架空配電線 ６０ｍｍ２ＯＣおよび 

１１０ｍｍ２ＡＡＡＣ－ＯＣ 
２４０ 

き電線 ３６０ 
地中配電線 

幹線 ２００ 

 

３ 短絡故障電流 

通常考えられる範囲で系統条件などが過酷な断面において、三相短絡故障時における

故障電流を計算するとともに、その結果、既設設備の容量を超過する場合は、しゃ断器

などの直列機器および配電線の容量不足、短絡故障電流による設備の損傷などの問題が

生じるため、短絡故障電流対策を検討する。 

なお、短絡故障電流は、「第４章 ６ 短絡故障電流の許容最大値」に示す許容最大値

を超えてはならない。 
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第８章 配電設備形成において前提となる条件（２０ｋＶ級） 

 

１ 電圧階級 

電圧階級は、２２ｋＶまたは３３ｋＶを標準とする。 

 

２ 電気方式 

電気方式は、交流三相３線式を標準とする。 

 

３ 周波数 

周波数は、６０Ｈｚを標準とする。 

 

４ 中性点接地方式 

中性点接地方式は、高抵抗接地方式を標準とする。 

 

５ 系統構成 

次の事項などを考慮のうえ、適切な系統構成とする。 

(1) 系統構成および方式 

ア 架空配電線 

系統構成および方式は、放射状系統による常開型ループ方式を標準とする。 

イ スポットネットワーク配電線 

系統構成および方式は、放射状系統による２電源方式または放射状方式を標準とす

る。 

(2) 回線数 

回線数は、次のとおりとする。 

なお、アクセス設備の回線数は、「配電系統アクセス指針」による。 

ア 架空配電線 

回線数は、１回線を標準とする。 

イ スポットネットワーク配電線 

回線数は、３回線を標準とする。 

 

６ 短絡故障電流の許容最大値 

短絡故障電流の許容最大値は、表８－１を標準とする。 
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表８－１ 短絡故障電流の許容最大値 

電圧（ｋＶ） 短絡故障電流の許容最大値（ｋＡ） 

２２ ２５ 

３３ ３１．５ 

 

７ 保護継電方式 

(1) 配電線の保護継電方式 

配電線の保護継電方式は、表８－２を標準とする。 

 

表８－２ 標準的な配電線の保護継電方式 

保護継電方式 
配電方式 

短絡保護 地絡保護 

架空配電 

・ＨＯＣ付ＯＣ 

または 

・ＤＺ１、２、３、ＯＣ 

ＤＧ（高感度）－Ｔ 

およびＯＶＧ－Ｔ 

スポットネットワーク 

・ＨＯＣ付ＯＣ、ＤＺ（四辺

形）およびＲφＣ 

または 

・ＤＺ（各相）およびＲφＣ

・ＯＣＧおよびＲφＣ 

または 

・ＤＧおよびＲφＣ 

ＨＯＣ：高速度過電流継電器 ＯＣ：過電流継電器 ＤＺ：短絡方向距離継電器 

ＲφＣ：逆相継電器 ＤＧ：地絡方向継電器 ＯＶＧ：地絡過電圧継電器 

ＯＣＧ：地絡過電流継電器 

 

(2) 配電塔の保護継電方式 

  配電塔の保護継電方式は、表８－３を標準とする。 

 

表８－３ 標準的な配電塔の保護継電方式 

保護対象 保護継電方式 

主変圧器一次側 ＨＯＣおよびＯＣ 

主変圧器 変圧器Ｐｒ 

ＬＴＣ（切替機構部） ＬＲ（負荷時タップ切換器）油流 

主変圧器二次側（６．６ｋＶ母線） ＨＯＣ、ＯＣおよび後備ＯＶＧ 

ＨＯＣ：高速度過電流継電器 ＯＣ：過電流継電器 Ｐｒ：圧力継電器 

ＯＶＧ：地絡過電圧継電器 
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第９章 配電設備形成の考え方（２０ｋＶ級） 

 

１ 配電設備拡充および配電設備の規模 

配電設備形成においては、次の配電設備拡充および配電設備の規模とする。ただし、

アクセス設備の規模については、「配電系統アクセス指針」による。 

(1) 配電設備拡充の規模 

次の事項などを考慮のうえ、適切な配電設備拡充の規模とする。 

ア 将来の見通し 

(ｱ) 需要の伸び*1 

(ｲ) 設備の最終規模*2 

(ｳ) 将来の系統構成*3 等 

イ 技術面  

(ｱ) 電圧降下 

(ｲ) 短絡故障電流 等 

ウ 経済性 

(ｱ) 配電設備の工事費 

(ｲ) 電力損失 

(ｳ) 拡充、改良ステップ 等 

*1 需要の伸び 

過去の需要の伸びの傾向、地域の開発状況、工業団地など局地的な需要増加の

可能性を考慮し想定 

*2 最終規模 

変電所の最終容量（バンク数）に応じた管路孔数、配電線容量等 

*3 将来の系統構成 

地域ごとの需要想定や電源分布、現在の系統構成および設備実態を考慮しつつ

将来の電力供給が効率的になるように設定 

(2) 配電設備の標準規模 

配電設備間の容量の整合を図るため、配電設備の標準規模は、次のとおりとする。 

ア 電線の種類および太さ 

電線の種類および太さは、表９－１を標準とする。 

 

表９－１ 電線の種類および太さ 

導体 種類 太さ（ｍｍ２） 

銅 ＯＣ １２５ 

アルミ ＡＡＡＣ－ＯＣ １３５ 
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イ ケーブルの種類および太さ 

ケーブルの種類および太さは、表９－２を標準とする。 

 

表９－２ ケーブルの種類および太さ 

導体 種類 太さ（ｍｍ２） 

銅 

架橋ポリエチレン絶縁ビニル

シースケーブル 

（トリプレックス型ＣＶ） 

１５０、２５０ 

ウ 配電塔の変圧器容量および台数 

配電塔の変圧器容量および台数は、表９－３を標準とする。 

 

表９－３ 配電塔の変圧器容量および台数 

容量（ｋＶＡ） ６，０００ 

台数（台） １ 

 

２ 配電線の種類ならびにルートおよび配電塔の地点の選定 

(1) 配電線の種類 

配電線は、架空配電線を標準とする。ただし、架空配電線とすることが法令上不可

能な場合、または技術上、経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合は、

地中配電線とする。 

(2) ルートおよび配電塔の地点の選定 

次の事項などを考慮のうえ、適切な配電線ルートおよび配電塔の地点を選定する。 

ア 架空配電線ルート選定において考慮する事項 

(ｱ) 将来の見通し 

ａ 将来の系統構成 

ｂ 需要分布の動向  等 

(ｲ) 用地、環境面 

ａ 自然条件 

ｂ 社会環境との調和 

ｃ 用地事情 

ｄ 各種災害の影響  等 

(ｳ) 工事、保守面 

ａ 工事、保守の容易性  等 

(ｴ) 経済性 

ａ 配電設備の工事費  等 
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イ 地中配電線ルート選定において考慮する事項 

(ｱ) 将来の見通し 

ａ 将来の系統構成 

ｂ 需要分布の動向  等 

(ｲ) 用地、環境面 

ａ 自然条件 

ｂ 社会環境との調和 

ｃ 用地事情 

ｄ 各種災害の影響  等 

(ｳ) 工事、保守面 

ａ 工事、保守の容易性  等 

(ｴ) 経済性 

ａ 配電設備の工事費  等 

(ｵ) 都市計画などとの整合 

ａ 都市計画との整合 

ｂ 道路調整計画との整合 

ｃ 共同溝整備計画との整合  等 

(ｶ) 技術面 

ａ 同一ルートの他の地中配電線の常時許容容量への影響  等 

ウ 配電塔の地点選定において考慮する事項 

(ｱ) 将来の見通し 

ａ 将来の系統構成 

ｂ 需要分布の動向  等 

(ｲ) 設計面 

ａ 配電線の引込および引出の容易性 

ｂ 配電塔に応じた所要面積 等 

(ｳ) 用地、環境面 

ａ 自然条件 

ｂ 社会環境との調和 

ｃ 用地事情 

ｄ 各種災害の影響 等 

(ｴ) 工事、保守面 

ａ 重量物などの機器の搬出入  等 

(ｵ) 経済性 

ａ 配電設備の工事費  等 
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第１０章 信頼度基準（２０ｋＶ級） 

 

配電設備形成においては、次の配電系統の信頼度を確保する。 

 

１ 平常時 

(1) 適正容量の維持 

ア 配電線 

運用容量以内の容量を標準とする。 

（運用容量については、「第１１章 ２ 常時許容容量、運用容量などの考え方」に示

す。） 

イ 配電塔 

常時容量の９０％を標準とする。 

（常時容量については、「第１１章 ２ 常時許容容量、運用容量などの考え方」に示

す。） 

(2) 適正電圧の維持 

配電線の電圧は、低圧の供給電圧を表１０－１に示す範囲に維持できる値とする。 

 

表１０－１ 維持すべき電圧の範囲 

標準電圧（Ｖ） 維持すべき範囲（Ｖ） 

１００ １０１± ６ 

２００ ２０２±２０ 

 

２ 故障時（Ｎ－１故障） 

Ｎ－１故障に対しては、その影響を限定的な供給支障および発電支障にとどめるよう

にする。ただし、停電による社会的影響が大きい場合は、Ｎ－１故障に対して、極力供

給支障および発電支障を生じないようにする。 
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第１１章 信頼度などの検討方法（２０ｋＶ級） 

 

配電設備形成においては、次により配電系統の信頼度などを検討する。 

 

１ 検討断面 

配電線の電流および電圧ならびに配電塔の容量の検討断面は、通常考えられる範囲で

過酷な断面とする。また、検討断面で使用する想定需要および想定電源の考え方は、次

のとおりとする。 

(1) 想定需要*1 

基準最大容量*2を基に、地域情報、個別需要情報などを考慮し想定する。ただし、発

電設備が接続する配電系統など、軽負荷時の電流がさらに厳しくなる場合は、軽負荷

時の需要も対象とする。 

(2) 想定電源 

発電設備を配電系統に接続する者と当社との間で確認（契約、計画決定）された発

電設備に対し、当該発電設備の役割・特性、契約などに基づく運転パターンを考慮の

うえ、想定需要の断面において、容量が過酷になる発電設備の出力を想定する。 

*1 想定需要 

流通対応需要（当社の配電設備を通して供給される電力）とする。 

*2 基準最大容量 

発変電所運転記録の最大三日の平均値を標準とする。 

 

２ 常時許容容量、運用容量などの考え方 

配電設備の損傷を防止するため、次により定めた配電線の常時許容容量、運用容量な

どにより検討する。 

(1) 配電線 

ア 常時許容容量 

常時許容容量は、日本電線工業会規格（ＪＣＳ ０１６８：１９９５）に準じて

決定された電流から、次により算出した容量を標準とする。 

常時許容容量 Ｐ＝√３ＶＩＣＯＳθ 

Ｖ：２１ｋＶまたは３１ｋＶ 

Ｉ：ＪＣＳ ０１６８：１９９５ に準じて決定された電流 

ＣＯＳθ＝０．９５ 
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イ 運用容量 

配電線の運用容量は、設備の常時許容容量および配電線の連系数から配電線の運

用を考慮して、総合的に決定される容量とし表１１－１を標準とする。 

なお、３回線のスポットネットワーク配電線の運用容量は、常時許容容量の６６％

を標準とする。 

 

表１１－１ 運用容量 

運用容量（ＭＷ）  

２２ｋＶ ３３ｋＶ 

１２５ｍｍ２ＯＣ ７．６ － 

１３５ｍｍ２ＡＡＡＣ－ＯＣ ５．９ ８．７ 

 

(2) 配電塔 

ア 常時容量 

常時容量は、電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ ２２００：１９９５）に準じて

決定された電流から、次により算出した容量を標準とする。 

常時容量 Ｐ＝√３ＶＩＣＯＳθ 

Ｖ：公称電圧 

Ｉ：ＪＥＣ ２２００：１９９５に準じて決定された電流（コイル温度９５℃

以内） 

ＣＯＳθ＝０．９５ 

イ 過負荷容量 

過負荷容量は、常時容量の１３５％を標準とする。 

 

３ 短絡故障電流 

通常考えられる範囲で系統条件などが過酷な断面において、三相短絡故障時における

故障電流を計算するとともに、その結果、既設設備の容量を超過する場合は、しゃ断器

などの直列機器および配電線の容量不足、短絡故障電流による設備の損傷などの問題が

生じるため、短絡故障電流対策を検討する。 

なお、短絡故障電流は、「第８章 ６ 短絡故障電流の許容最大値」に示す許容最大値

を超えてはならない。 

 


